
様式第３号（第７条関係） 

 

会 議 録 

 

１　附属機関の会議の名称 

第２回水戸市新荘市民センター運営審議会 

 

２　開催日時 

令和８年２月９日（月） 午前 10時 30 分から 11時 30 分まで 

 

３　開催場所 

水戸市新荘市民センター １階 小会議室 

 

４　出席した者の氏名 

(1) 委員 

　　森本　久夫・青山　道隆・松枝　道子・小網　靜子・田宮　圭太郎・関谷　隆徳 

(2) 執行機関 

水越　健一 

 

５　議題及び公開・非公開の別 

(1) 令和７年度事業報告について （公開） 

(2) 令和７年度利用状況報告について （公開） 

(3) 令和８年度定期講座の募集について （公開） 

(4) その他 （公開） 

 

６　非公開の理由 

 

７　傍聴人の数 

０人 

 

８　会議資料の名称 

令和７年度第２回水戸市新荘市民センター運営審議会  

 



執行機関　　ただいまより，令和７年度第２回水戸市新荘市民センター運営審議会を始め

させていただきます。なお，議事録作成に当たり，会議の内容を録音させていた

だくことを御了承願います。 

それでは， 会長より御挨拶をお願いいたします。 

 

会長 （挨拶） 

 

執行機関　　ありがとうございました。 

協議に入ります前に，本日は，６名の委員の出席をいただいており，水戸市市

民センター条例第 12条第２項の規定する委員定数の２分の１以上に達しており

ますので，当審議会が成立していることを御報告いたします。 

また，水戸市附属機関の公開に関する規程に基づき，会議録署名人を２名以上

置くこととされておりますので，議事録署名人を　　委員，　　委員のお二人に

お願いしたいと思いますが，いかがでしょうか。  

 

各委員　　　異議なし 

 

執行機関　　　　委員，　　委員，よろしくお願いいたします。 

それでは，これより本日の議題に入ります。議事進行につきましては，水戸市

市民センター条例第 12条第１項の規定により，会長に議長になっていただき，

議事進行をお願いいたします。 

 

議長　　　　それでは，議事に入りたいと思います。お手元の会議資料に基づき議事を進め

てまいりますので，各委員の皆様からの活発な御意見をお願いいたします。 

それでは，議題(1) 令和７年度事業報告及び(2) 令和７年度利用状況につい

て関連がありますので，一括して事務局より説明をお願いします。 

 

執行機関　　議題(1) 令和７年度事業報告及び(2) 令和７年度利用状況報告について，資 

料に基づき説明。 

 

議長　　　　ただいま，事務局より議題(1) 及び(2) についての説明がありましたが，何

か御意見，御質問等ございましたら，御発言をいただきたいと思います。 

 

議長　　　　市民センターさんに，色々とやっていただいていることは，この新荘地区の皆 

さんも御存じではないですかね。どうですか，何かこのことについて御意見はあ 

りませんか。 



 

　　委員　　平日の利用が大分多くなったようですね。 

 

執行機関　　はい。五軒市民センターが利用できない分もありますし，利用予約がインター 

ネットから出来るようになったことで，今まで新荘市民センターを利用してい 

なかった，初めての団体が複数入ってきています。 

　そのようなことから，増えていると考えています。 

 

　　委員　　新荘地区以外の利用者が増えてきているということですね。 

 

　　委員　　そのとおりです。それに合わせて，道が分からないという電話も増えています。 

　　　　　　車のナビで案内されると，市民センターの裏門の方に案内されてしまうこと 

もあり，そこから，どのように駐車場に行けば良いかや，一方通行が多いことも 

あり何処を曲がれば良いかなどの問い合わせも増えています。 

 

　　委員　　水戸商業高等学校の方から来ていただくとわかりやすいと思いますけど。 

 

執行機関　　はい，そちらの道を市民センターでも案内しています。新荘小学校を過ぎてす 

ぐに左折して市民センターへ来所していただくわけですが，道を見落として通 

り過ぎてしまうなどで迷われる方もいます。 

 

　　委員　　これだけ多くの講座があって，来る人が多いって事は，やはり五軒市民センタ 

ーの改築ですか。終わるまでは，１年か２年か分からないけど，新荘市民センタ 

ーの利用者が多い状態が続くって事でしょう。 

 

執行機関　　五軒市民センターはこれから解体作業をして，その後，建て直すと聞いており 

ますので，時間はかかるものと思っています。その間は増えることになるかもし 

れません。 

 

　　委員　　五軒市民センターの近くでっていうと新荘とかになりますし，今後も増える 

かもしれないですよね。 

執行機関　　そうですね。常磐市民センターや三の丸市民センターもありますが，その可能 

性はあると思います。 

 

　　委員　　水戸市外の方も利用されるんですよね。 

 



執行機関　　新荘市民センターでも市外の方が利用されています。今のところ，水戸市の方 

が全くいない団体というのは極少数です。市外の方が多い団体となると，ひたち 

なか市や茨城町，那珂市の方が中心で市内の方は少ないというような団体は確 

かにあります。 

 

　　委員　　こどもスペースですけど，サロンが小学生に開放されて，活気があって良いで 

すね。 

 

執行機関　　ありがとうございます。勉強したり，ゲームしたりしていますね。ゲームの方 

が多いようですけど。 

 

　　委員　　何か御迷惑をかけていたりはしませんか。 

 

執行機関　　たまに，騒ぎすぎてしまったり，ちょっと止めないといけないことがあります。 

　　　　　　その際は，注意するべきところは注意しています。 

 

　　委員　　孫が学校から帰ってくると，「シミセン行ってくる」といって出て行くんです。 

　　　　　　どうやら子どもたちは市民センターのことをシミセンって言っているみたい

で。 

 

　　委員　　４時半くらいまで学校の校庭で遊んで，その後に市民センターに行ったりも 

しているみたいです。 

 

　　委員　　子どものうちから市民センターに親しんでもらって，それが，大人っていうか， 

地区会活動に参加するような年齢になったときもね，構えずに来られる。それで 

地域活動にも積極的に参加してもらえるようになると良いですね。 

 

執行機関　　そのようになると良いと思っております。 

 

　　委員　　新荘地区も子どもの人数が減ってきているのは事実なのですが，カルタ大会 

なども年々減っている感じですか。 

 

執行機関　　子ども会さん主催のカルタ大会なども参加者が年々減っています。子ども会 

が隆盛だった頃は，参加者も多くいたのですが，今は，子ども会自体が無くなっ 

てしまってきている状況ですので，減ってきてしまっています。 

　また，御家族での休日の過ごし方も変わってきていて，習い事や家族での旅 



行などを優先される事も多くなってきていますので，集めるのも難しくなって 

きているように感じます。 

 

　　委員　　学校でもこんな行事がありますと案内は出来るのですが，強制は出来ないの 

　　　　　で難しいですよね。 

 

　　委員　　雷神さんの節分の豆まきですけど，結構，お子さんが友達と来ていました。 

　　　　　　最初少ないかなと思いましたけど，徐々に集まってきて親子でも来てました。 

　　　　　　やはり，学校で宣伝ではないけれど，紹介してもらうと来るのかなと思います。 

 

議長　　　　その他，何か御意見，御質問等はございませんか。 

ないようですので，次に議題(3) 令和７年度定期講座の募集について，事務局

より説明をお願いします。 

 

執行機関　　議題(3) 令和７年度定期講座の募集について，資料に基づき説明。 

 

議長　　　　ただいま，事務局より議題(3) についての説明がありましたが，何か御意見，

御質問等ございましたら，御発言をいただきたいと思います。 

 

　　委員　　楽しくやれているみたいですね。 

 

執行機関　　はい，皆さん，楽しく活動されていると思っています。笑い声なども聞こえて

きますので，仲良く楽しく活動されていると思います。 

　　　　　　手まりクラブも先生なしで，御自分たちで活動するようになったのですが，変

わらず活動を継続されています。 

 

　　委員　　それは良いことですね。 

 

　　委員　　会費がかかるのですよね。 

 

執行機関　　はい，基本的には先生に講師謝金を払うために集めています。謝金は１回

5,000 円が上限というのが水戸市の決まりとしてあります。そのため，年間の指

導回数×5,000 円をクラブの人数で割り返した額がおおよその会費となります。 

　　　　　　その他，活動内容によっては材料費などがかかるため，その分を会費に上乗せ

しているクラブもあります。 

　　　　　　ただ人数が極端に少なくなってしまいますと，一人あたりの負担が大きくな



ってしまうため，最低 10人のメンバーがいないとクラブとして成立しないこと

としております。ただ，この場合も定期講座からは外れますが，自主的なサーク

ルとしての活動を妨げることはありませんし，お手伝いできるところはお手伝

いしております。 

 

　　委員　　ヨガは下に敷くマット 1枚くらい用意すれば良いですよね。 

 

執行機関　　あとは動ける服装やタオルなどでしょうか。 

 

　　委員　　麻雀クラブは作れないんですよね。 

 

執行機関　　親和会麻雀や健康麻雀が，サークルとして自主活動しております。 

　　　　　　原則として，教室などの定期講座は，地域の皆さんに学んでいただきたいこと

や，健康増進のために取り入れていただきたいこと，その上でまだ自主活動とし

ては広がっていないことを，市の方で積極的に広めるために開設するものです。　　　　　　 

そのため，自主活動されているものと同じ講座を新規で設けるのは難しいと

ころです。 

　　　　　　 

　　委員　　お店をやっていると来る人に話を聞くこともあります。最初は，市民センター

に行って何かやるっていうことに，億劫っていうか，積極的になれない人なんか

もいますね。でも，何か講座とかで，行くとね，知り合いがいたり，何度か会う

うちに話すようになる人が出来て，通うようになるなんてこともあるみたいで

す。 

　　　　　　そういう人は，顔つきがやはり変わってくるんですよ。生き生きするっていう

のかな，そういう変化を感じますね。 

 

　　委員　　参加しているのは，女性が多いのでしょうか。 

 

執行機関　　女性の方が多いです。手まりや着付け，ヨガなど女性の方しかいない講座が複

数あるので，どうしても女性の受講生の方が多いです。 

　　　　　　受講生が男性のみなのは，男子料理だけですし，男女ともいる講座も，どちら

かというと女性の方が多いように感じています。 

 

　　委員　　華道はないんですね。 

 

執行機関　　以前はあったように聞いています。ただ，やはり人数的な問題があり，出来な



くなってしまったようです。華道ですと，講座毎にお花が必要になりますので，

その代金や講師謝金を考えますと，少人数では，個々人の負担が大きくなかなか

継続するのは難しかったようです。 

 

議長　　　　その他，何か御意見，御質問等はございませんか。  

ないようですので，次に議題(4) その他について，何かありますか。 

 

　　委員　　小学生があいさつしてくれると，うれしくなっちゃって，ちょっと色々聞きた 

くなってしまうんだけど，今は個人情報とかあるから聞けないんだけど，どの辺 

から来てるのとか，聞きたくなってしまうけど，今はまずいのかなって思ってい 

るんです。 

 

　　委員　　今はね，不審者とかあるからね。 

 

　　委員　　地域の人へのあいさつのことは，学校なんかでも薦めているんですか。 

 

　　委員　　特に薦めているということではないのですけれど，学級の方でもあいさつの 

大切さとかは話してくれています。 

 

　　委員　　あまり近所の子じゃないなんて子でも，あいさつしてくれると新荘の子ども 

なんだなって思いますね。 

 

　　委員　　そうですね。２年間いますけど，やはり最初の年と比べると，あいさつすると 

いうか，自分から声をかけて，あいさつする子が増えたような感じはすごくあり 

ます。 

 

　　委員　　良いことですね。 

 

　　委員　　今までだと，こちらから声をかけて，あいさつを返してくれるという感じでし 

たけれども，２年目は，向こうから，子どもたちも高校生なんかもね，声かけて

くれるんです。 

 

　　委員　　子どもたちも顔を知っていれば，安心して近所の方だなと思って，あいさつと 

　　　　　かも出来るんでしょうけれども，今は，色んな不審者とかもいますからね。 

 

　　委員　　気軽に声もかけられないしね。不審者とかあるからね。 



 

議長　　　　ほかに何か御質問，御意見等がございませんか。 

ないようですので，事務局から何かありますか。 

 

執行機関　　本年度の防災関係につきまして，御報告します。 

　　　　　　令和６年度は，防災研修会を実施いたしましたが，令和７年度については防災

用品の拡充を図ったところです。 

　　　　　　具体的には，保存食としてマジックライス　わかめご飯，梅じゃこご飯，ドラ

イカレーを各 50 食，缶パン　チョコチップ味，レーズン味，プレーン味を各 24

缶ずつ，チョコえいようかんを 100 個購入いたしました。 

　　　　　　保存期間はマジックライス及び缶パンが５年，チョコえいようかんが３年と

なっております。そのため，保存期間前に購入し直しが必要となります。 

　　　　　　このことから，保存期間が１年程度になったところで，市民運動会や夏まつり

等で保存食の見本として参加者に配布し，各家庭での備蓄啓発の一助にしては

どうかと考えております。 

　　　　　　以上となります。 

 

議長　　　　このことについて，何か御質問，御意見等がございますか。 

 

　　委員　　それを配ることは出来ないのですか。 

 

執行機関　　今回は，災害時の備えとして，保存食として購入したものなので，すぐに配る

ことはないのかなと思います。ただ，保存期間がありまして，最初に期限が来る

のがチョコえいようかんです。３年の保存期間なので，残り１年くらいのところ

で，地区の行事で保存食の参考として配ってみてはどうかということで，地区会

長と話しております。 

　　　　　　もちろん，配る分というか期限が来るものについては，買い直すということに

なりますが，何を購入するかはその時に検討することになると思います。 

 

　　委員　　改めて，市民センターの利用人数なんですが，これ１月までなので３月までっ

てなると，かなり利用が増えているようですが。 

 

執行機関　　はい，部屋の空き時間というのがなかなか少なくなっています。特にホールと

会議室は全部埋まってしまう日もあり，かなり厳しくなってきています。 

　　　　　　駐車場も満車になってしまうことが，何度か発生しています。窓口利用の方が

駐める所がなくなってしまうなどもありました。 



 

　　委員　　なかなか大変なところもあるようですが，これからも新荘の発展のために頑

張ってください。よろしくお願いします。 

 

議長　　　　その他，何か御意見，御質問等はございませんか。 

意見等がないようですので，以上で，本日の議題についての審議は終わりにい

たします。 

 

執行機関　　長時間にわたり，慎重な御審議ありがとうございました。本日の皆様方の貴重

な御意見を参考にし，今後，市民センター事業を展開してまいりますので，よろ

しくお願いいたします。 

　　　　　　以上をもちまして，令和７年度第２回水戸市新荘市民センター運営審議会を

閉会いたします。ありがとうございました。


